
市営上土団地の建替えに関する説明会

静岡市 住宅政策課

令和６年９月２６日・２７日



本日のスケジュール

１．基本計画の内容について

２．建替スケジュールについて

３．移転等の対応について

４．質疑応答

０．はじめに
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自治会説明会１．基本計画の内容について

２

・静岡市市営住宅上土団地の概要 (令和６年７月時点)



■団地建替のコンセプト・方針

３

１．基本計画の内容について



４

１．基本計画の内容について



５

１．基本計画の内容について
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１．基本計画の内容について

静岡市社会共有資産利活用基本方針の全面改訂を実施
（旧静岡市アセットマネジメント基本方針）

現存する土地や建物を有効に活用することにより、個人、国、県、市
に限らず全ての人に利益や恩恵をもたらし、その利益ができる限り大
きくなること。
「コスト」、「サービス」、「安全・安心」など社会的便益の
最大化をすること。

将来の人口推計を見据えて、「静岡市に存在する資産を最大限活用する」
・対象とする資産（アセット）： 静岡市に存在する土地・建物すべて

市有資産 ＋ 民間資産

・マネジメントの考え方

市営住宅の配置適正化方針についても見直しを実施
（市営住宅の管理戸数や整備戸数の見直し）

■計画見直しの経緯
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１．基本計画の内容について

・見直し前 １～９号棟 ２３４戸 ６棟 ２３４戸

・見直し後 １～９号棟 ２３４戸 ２棟 ６４戸

■将来の人口推計を見据え、建替整備戸数を見直し

公園と集会所の再整備

公園と集会所の再整備

②地域活動の拠点となる、上土公園と集会所の再整備を行います。
お住いの皆様との意見交換を通じて、役割やあり方を検討します。

①建替えする住棟と建替えを行わない住棟を活用し、現在の１～９号棟
にお住いの方の住居を確保します。

※見直しのポイント

③住棟の規模を縮小し、周辺環境への影響（日影・プライバシー等）を
低減します。

④事業手法を民間活力を導入するＰＦＩ方式から従来方式（設計＋建設）
に変更し、整備を進めます。
跡地活用については、市役所内で活用の検討を進めます。

■計画見直しの概要
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１．基本計画の内容について

■建替整備プラン（配置図）
■住棟・住戸数の概要

住戸数住棟等
配置街区

79戸
住棟３棟
（5階建）
駐車場

A街区

155戸
住棟３棟
（5階建）
駐車場

B街区

―
集会所
都市公園
活用地

C街区

234戸合計

A街区

B街区

C街区

見直し前
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１．基本計画の内容について

■建替整備プラン（配置図） 見直し後

A街区

B街区

C街区

活用検討

活用検討

Ａ・Ｃ街区 跡地活用については、市役所内で活用の検討を進める

住戸数住棟等の配置街区

ー活用検討A街区

64戸

住棟２棟
（4階建）
集会所
都市公園
駐車場

B街区

ー活用検討C街区

64戸合計

■住棟・住戸数の概要



１．基本計画の内容について

■建替整備プラン（配置図） 見直し後
ひろば（公園＋集会所）
約3,000㎡

引き続きあり方を検討

住棟エリア（２棟 ４階建て 64戸）
現在１～９号棟にお住いの方の
お住いを確保

周辺への日影やプライバシー等の
影響を考慮し公園の南側へ配置 10



11

２．建替スケジュールについて

令和10年度令和９年度令和８年度令和７年度令和６年度

住棟設計

解体
（１・２号棟）

第１期建設
（１棟）

入居者
移転

令和15年度令和14年度令和13年度令和12年度令和11年度

解体
（３・４号棟）

第２期建設
（１棟・集会所）

入居者
移転

公園建設

入居者
移転

解体
（５～９号棟） 跡地活用

跡地活用の検討
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２．建替スケジュールについて

第１期整備 令和７・８年度 令和８・９年度

■令和７年度

１・２号棟入居者移転

■令和７・８年度

１・２号棟解体工事

■令和８・９年度

新住宅１棟建設工事(32戸)
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２．建替スケジュールについて

第２期整備 令和10・11年度 令和11・12年度

■令和10年度

３・４号棟入居者移転

第１期整備で一時移転した入居者 新住宅へ移転

■令和10・11年度

３・４号棟解体工事

■令和11・12年度

新住宅１棟建設工事(32戸)
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２．建替スケジュールについて

第２期整備 令和13・14年度 令和15年度

■令和13年度

５～９号棟入居者移転

■令和13・14年度

５～９号棟解体工事

■令和15年度

跡地活用（余剰地活用）



３．移転等の対応について

■建替え後の新住宅の間取りについて

① 1DK
（約40㎡）

②2DK
（約50㎡）

③ 3DK
（約65㎡）

食 堂

部 屋 部 屋

部 屋

食 堂

部 屋

部 屋

部 屋

食 堂

15※今後の設計業務において、細かな間取りを決定します



※家賃は、部屋の広さや設備によって変動します。
家賃は、世帯の所得に応じて、毎年価格が変動します。

３．移転等の対応について

■家賃の激変緩和処置について

〇建替え後の家賃の大幅な上昇に対し、５年間の傾斜をつけて家賃を
減額する処置があります。

旧家賃 仮住居 新住居 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目
期 間 １年目

10,000円 10,000円
12,500円

15,000円
17,500円

20,000円
22,500円

25,000円
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３．移転等の対応について

12
月

11
月

10
月

９
月

８
月

7
月

６
月

５
月

４
月

３
月

２
月

１
月

12
月

移転先の内覧
家賃のお知らせ
移転希望調査
移転先の抽選
移転先の決定
移転準備
移転期間
予備期間
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■移転のスケジュール

移転期間移転先のご相談・決定
令和７年７月～10月令和６年12月～令和７年３月第１・２号棟
令和10年７月頃～10月頃令和９年12月頃～令和10年３月頃第３・４号棟
令和13年７月頃～10月頃令和12年12月頃～令和13年３月頃第５～９号棟

移転先の階数や間取りについては、第１～９号棟の皆様に平等に提供できるよう
に、事前に割り振りを行います。
移転希望先が重なった場合は、抽選になります。



３．移転等の対応について

■移転の支援について

〇移転先の希望相談
・移転先の内覧や家賃をお知らせしたうえで、移転希望先を
伺い（第１希望、第２希望など）移転先を決定します。

〇引っ越し支援
・引っ越しに伴う、業者手配などの支援を予定しています。
※引っ越し業者、家財の処分業者など

〇引っ越し費用への補助
・引っ越しに係る、費用を入居者様にお支払いします。
※費用については上限があります。
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質疑応答
-memo-
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